


























 

鳥栖市告示第２７号 

 

 

 

 地方自治法施行令第１５８条第１項の規定に基づき、歳入の徴収業務を

次のように委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

 

 

令和８年４月１日 

 

 

鳥栖市長 向門 慶人 

 

 

 

 

１ 委託業務 

鳥栖市生涯学習センター管理業務 

 

２ 委託の相手 

鳥栖市古野町６７６番地２ 

公益社団法人 鳥栖市シルバー人材センター 

 理事長 井邊 正文 

 

３ 委託期間 

令和８年４月１日から令和９年４月１日まで 

 


